
令和６(2024)年度栃木ファンづくり事業業務委託仕様書 

 

 本仕様書は、栃木県（以下「県」という。）が発注する令和６(2024)年度栃木ファンづくり事

業を受注する者（以下「受託者」という。）の業務について、必要な事項を定める。 

 

１ 業務名 

  令和６(2024)年度栃木ファンづくり事業 

 

２ 業務の目的 

  栃木県ブランディング推進方針において、栃木県の地域資源に対して好意的な感情を有する

人（栃木ファン）の強化・拡大を図ることとしている。 

本県のものを買ってみたい、本県に行ってみたい、体験したい、住んでみたい等の気持ちの

変化を促すため、ウェブサイトやマーケティングツールを活用しつつ、本県の旬な情報を継続

的に発信することで、更なる栃木ファンの強化・拡大につなげるとともに、県民の本県に対す

る愛着と誇りの醸成も図る。 

 

３ 契約金額 

  金8,499,700円（消費税額及び地方消費税額を含む。）とする。 

 

４ 事業実施期間 

  契約締結の日から令和７(2025)年３月31日（月）までとする。 

 

５ 本事業において活用するウェブサイト 

 県が保有する次のウェブサイトとする。 

「栃木県公式ファンサイト～VERY GOOD LOCAL とちぎ」（以下「ファンサイト」という。） 

https://verygoodlocal-tochigi.jp/ 

 

６ 業務内容 

⑴ メールの配信及びコンテンツの作成 

  ファンサイトで登録を推進しているファンサイト会員等ユーザー（以下「会員等」とい

う。）向けに栃木ファンの強化・拡大を目的とした本県の旬な情報をメール送信するととも

に、メール内容に対応するコンテンツを作成の上、ファンサイトに掲載すること。 

 ア メール配信計画を策定し、県と協議の上、会員等に対し栃木県の魅力をＰＲするお得情

報、観光・イベント情報等の旬な情報を掲載したメール配信を最低月１回以上実施するこ

と。 

 イ メールの配信開始時期は令和６(2024)年５月とする。 

 ウ 会員等約２万人分の情報は県から提供するものとする。 

 エ メール配信にあたり、開封されることを意識したタイトル設定を行い、また、メール本

文においては、詳細ページに遷移するサイトリンクを設定するなど、適切な文章量とする



ことにより読みやすさを優先すること。なお、メールのデザインについては、画像、バナ

ー、文字の装飾等を用いて会員が魅力的に感じる工夫を講じること。 

 オ メール配信内容について、以下を想定しているが、その他も含めて適切なジャンルを提

案すること。 

  (ｱ) 食べる（グルメ、スイーツなど） 

  (ｲ) 泊まる（温泉・グランピングなど） 

(ｳ) 見る（神社・仏閣・芸術鑑賞・自然など） 

(ｴ) 買う（お土産・お取り寄せなど） 

(ｵ) 遊ぶ（レジャー・体験・アクティビティなど） 

  カ メール配信内容について、上記オに係るジャンルの配信時期に応じた情報収集を実施し

た上で作成するとともに、詳細に関するコンテンツをファンサイトに作成すること。 

キ コンテンツを作成するにあたって、ファンサイト保守管理事業者と調整をすること。 

 

⑵ エンゲージメント向上を目的とした企画立案 

  ア 本県に対するエンゲージメント向上を目的に、興味関心を惹きつけメール開封率を高め

る割引キャンペーンやプレゼント企画等について協賛企業と連携を図り、内容について企

画提案すること。 

  イ 新規会員登録促進を図るため、県が運営するSNS等と連携して割引キャンペーンやプレ

ゼント企画等の効果的な情報発信を提案すること。 

ウ 割引キャンペーンやプレゼント企画等を実施する場合、商品の準備、抽選、当選者への

商品発送を実施すること。 

 

⑶ インフルエンサーを活用した情報発信 

栃木県の県産品等の魅力を効果的にＰＲすることができるインフルエンサーを活用した事

業を実施することとし、内容については県と協議すること。 

なお、本業務で定めるインフルエンサーは下記の条件を全て満たすこととする。 

ア 栃木県の県産品等の魅力をただ発信するだけでなく、会員等が興味を持って楽しめるコ

ンテンツとして発信ができる人物 

イ SNS のフォロワー数３万人以上 

ウ 情報発信は、３回以上とする。 

 

⑷ ユーザー管理・メール配信システムの運営 

  会員等のエンゲージメントを高め、定着及び愛着の醸成を促すために、メールに対する反

応や行動の結果に基づき、より効果的に情報発信できるようマーケティングオートメーショ

ンツールなども考慮したユーザー管理・メール配信システムを導入し、会員等の状況を加味

した配信設計及び会員等の当県来訪へのモチベーションを考慮した分析を行うこと。 

ア 継続的なメール配信を行うにあたり、メール配信システムの運営を行うこと。 

イ セキュリティ対策やプライバシーポリシー、利用規約等を比較検討し、メール配信実施

に適切なユーザー管理・メール配信システムを提案し、県と協議の上導入すること。 



ウ ユーザー管理・メール配信システムは、ファンサイトと連携可能なものであること。 

エ ユーザー管理・メール配信システム利用に当たっての諸手続、諸調整、利用に伴う費用

の支払いはすべて受託者が実施すること。 

オ 県から提供するメールアドレス等のデータ入力を実施すること。県からのデータ提供は

原則ＣＳＶ形式とする。 

カ その他ユーザー管理・メール配信システムの利用に必要な運用サポートを実施すること。 

キ ユーザー管理・メール配信システムにおいては登録された会員等の年代、性別、居住地

などの属性情報を保持・分析できるものとし、属性情報を掛け合わせたセグメントに対し

てメールが配信できるシステムであることを必須とする。 

ク ユーザー管理・メール配信システムについては、ファンサイトにおいてタグの設置、ユ

ーザーの行動分析などができることとする。 

ケ ツールの選定にあたっては、クラウドセキュリティ認証等を受けているものとし、県と

協議の上、決定すること。 

 

⑸ ファンサイトへの会員登録機能の設置・管理運用 

  ファンサイトに設置されている会員登録機能を流用する際は、現ファンサイト管理事業者

と調整し、個人情報の取扱等に十分留意の上引き継ぎを行い、運用すること。新たに会員機

能を刷新する場合は、以下の要件を遵守すること。 

 ア ファンサイトについて 

    会員機能設置にあたり、当該ファンサイトの保守管理業者と連携を図ること。 

イ 新規ページの制作について 

(ｱ) 新たに制作するページは、「新規会員登録申込ページ」、「会員登録完了ページ」、「ロ

グインページ」、「会員マイページ」とし、県と協議の上、ページの設計・制作・修正を

実施すること。 

(ｲ) サービスの視認性と操作性に優れたサイト構成とするため、ヘッダーまたはグローバ

ルナビゲーションに「新規会員登録」や「ログイン」等のボタンを設置し、既存サイト

との連動に配慮したユーザーの導線が途切れない構成とすること。 

(ｳ) パソコン、スマートフォン、タブレット端末で最適表示されるようレスポンシブデザ

インを採用すること。 

(ｴ) 会員登録及びログインについてはファンサイト「verygoodlocal-tochigi.jp」をトッ

プレベルドメインとし、当該サイトと同様の計測、タグ設置などを可能とすること。 

  ウ 新規ページの公開時期について 

    令和６(2024)年５月を目安とする。 

  エ 会員マイページについて 

    以下の機能等を用意すること。 

   (ｱ) 会員情報の編集機能 

   (ｲ) メール配信の停止機能 

   (ｳ) 県が指定する外部サイトのリンク 

  オ 会員登録の特典について 



 キャンペーン実施時の参加申し込み、会員マイページにおけるお気に入りページの登録

など、会員登録を促進するサービス内容を提案すること。 

 カ 新規会員登録申込ページについて 

会員登録によるサービス内容を説明すること。 

会員登録に必要な入力事項は以下のとおりとする。 

  (ｱ) 氏名 

  (ｲ) 郵便番号 

  (ｳ) 生年月日 

  (ｴ) メールアドレス 

 キ 会員登録のセキュリティ対策について 

   会員登録にあたっては、必要な情報セキュリティ対策を講じること。 

   (ｱ) ユーザー識別のためのＩＤ・パスワードを付与すること。 

  (ｲ) ユーザーのＩＤ・パスワード認証等による認証機能を設けること。 

  (ｳ) ユーザーのパスワード等の情報を暗号化して保存する機能を設けること。 

  (ｴ) ログイン時のパスワードはマスク表示とすること。 

  (ｵ) ユーザー自らがパスワードを変更できる機能を設けること。 

  (ｶ) 不正ログインを検知及び防止する機能を設けること。 

  (ｷ) 不正ログインが検知された場合に、当該ＩＤ・パスワードの変更等をシステム管理者 

が行うことができる機能を設けること。 

  ク 会員登録促進について 

    新規会員登録の促進をするような取組を実施すること。 

 ケ その他 

   (ｱ) ウイルス対策や情報漏えい等の情報セキュリティ対策を講じること。 

  (ｲ) 各種媒体での周知に使用可能なスマートフォン用QRコードを制作すること。 

  (ｳ) 使用するサーバーについては、アクセス数が増加しても安定して稼働すること。 

  (ｴ) 個人情報の取扱い方法等に応じて、適宜、ファンサイトの通信を暗号化すること。デ 

ータ送信は、常時、SSL証明書で暗号化された通信(https)により行うこと。 

  (ｵ) ページの運用・保守（サーバー運用管理、ドメイン維持管理、サーバーのダウン及び 

エラー等の障害発生時の復旧等）を適切に行うこと。 

  (ｶ) 会員登録に関する質問があった場合は、概ね３日以内に返答すること。 

 

 ⑹ ユーザー行動の測定・分析業務 

  ア メール配信に伴うユーザーの反応や行動をユーザー管理・メール配信システムやファン

サイトのＧＡ（Google Analytics）において測定できる必要な設定を行い、より優れたサ

ービスのための分析を実施すること。 

イ 得られた会員等の行動分析結果を定期的に県に報告するとともに、発信する情報と照ら

し合わせて、適切なタグの設定やカテゴリー分け（居住地別、趣味嗜好別等）を実施する

など、会員等が興味を持つ情報となるよう改善を図ること。なお、改善にあたっては県と

協議の上、実施すること。 



⑺ 管理運営業務 

  ア 定期打ち合わせの実施及び議事録の作成、状況報告 

(ｱ) 事業実施期間中は概ね２週間に１回程度、県との定期打ち合わせを実施すること。打

ち合わせの場所は、栃木県庁本館９階デジタル戦略課内を基本とする。都度打ち合わせ

の議事録を作成し、県と共有を図ること。 

(ｲ)  メール配信及びユーザー行動の測定・分析状況等を県の求めに応じて報告すること。 

  イ 業務完了報告 

    委託業務完了後速やかに、事業実績報告書を提出して検査を受けること。 

  ウ 提出する成果品、納入先及び期限 

(ｱ) 提出物：業務実績報告書 電子データ 

   (ｲ)  提出先：栃木県総合政策部デジタル戦略課 

   (ｳ)  提出期限：令和７(2025)年３月31日 

 

７ 委託料の支払い 

  業務完了後の精算払とする。 

 

８ 事業の実施に係る留意点 

⑴ 本事業の実施にあたっては、関係法令を順守し、県と協議を重ねながら、適正に履行する

こと。 

⑵ 本業務の遂行にあたっての再委託については，次のとおりとすること。 

  ア 受託者は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、県

が書面によりあらかじめ承諾した時は、その限りではない。 

  イ 県により再委託が承諾されたときは、受託者は再委託先に対して本業務に係る一切の義

務を遵守させるものとする。 

⑶ 各業務に係る撮影、編集、制作・運用、調査、分析、報告等の一切の経費（交通費、各種

データ費等）は、全て委託金額に含むこと。委託事業の実施に要した経費は、帳簿及び全て

の証拠書類を備え、常に収支の状況を明らかにし、委託事業の完了の日の属する年度の終了

後５年間保存しなければならない。 

⑷ 受託者は業務実施過程で発生した障害や事故については、大小に関わらず県に報告し指示 

を仰ぐとともに、早急に対応を行うものとする。 

⑹ 本仕様書に定めのない事項又は業務上疑義が生じた場合については、両者協議により決定 

すること。 

 ⑺ 本契約の完了等により業務が終了する場合、契約終了後も事業が円滑に行われるために、

データの引継ぎ等、必要な作業を適切に行うこと。 

⑻ 上記に関わらず、明示のない事項にあっても、社会通念上当然必要と思われるものについ

ては本事業に含まれるものとする。 

 


